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みんなで築こう人権世紀
考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心

１２月４日～１０日
は人権週間です

いよいよ東京2020
オリンピック・パラリンピック
競技大会が開催されます。
　東京２０２０大会の基本コンセプトの一つには、「多様性と調和」
が掲げられています。
　人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障害
の有無など、あらゆる面でお互いの違いを理解し、認め合うこと
の重要性を改めて認識することにより、共生社会を育む契機とな
る大会にしていこうという想いが込められています。
　この機会に、改めて人権について考え、お互いに助け合いな
がら暮らしていける笑顔あふれるまちをつくっていきましょう。
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人権擁護委員とは
　法務大臣から委託された民間ボラン
ティアです。人権相談を受けたり、人
権の考えを広めたりする活動をしてい
ます。

集合写真：金町小学校

種植え：西小菅小学校水やり：木根川小学校
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デートDV防止に関わる取り組み
★ニッポンの女の子について考えよう。
「愛≠束縛～私をもっと自由にする！ 」

　去る10月6日に、※国際ガールズ・デー企画の一つとしてデー
トDV防止にむけた講座を開催しました。
　第Ⅰ部は「わたしのことはわたしが決める」をテーマに、公益社
団法人ガールスカウト日本連盟公認トレーナーの西城淳美さん、
林晴香さんを講師に迎え、スマホを見られる、友だちとの付き合
いを制限されるなどのイラストカードを使って、デートDVについ
て考えました。

第Ⅱ部は「わたしが大切・あなたが大切」をテーマに、講師の
中村果南子さん（一般社団法人ちゃぶ台返し女子アクション）と
ともに、恋人同士でも必要な、性的同意における大切な３つのこと
（非強制性、対等性、非継続性）を、ワークショップをとおして
考えました。
※ 国際ガールズ・デー（10月11日）とは、「女の子の権利」や「女の子
のエンパワーメント」の促進を、広く国際社会に呼びかける日として、国
連によって定められた日です。

オール１の落ちこぼれ、教師から主夫になる
　～性別では決まらない役割分担～

宮本延春さん（主夫／元高校教師）
　小学生の低学年からいじめが始まり、学校嫌
いが勉強嫌いにつながり、中学ではオール 1、
いじめを苦に自殺未遂を経験。中卒で働き始め
るが、16才で母を、18才で父を亡くし、天涯
孤独となる。極貧の生活を経験し、23才のとき、
あるきっかけで物理学に興味を持ち、夜間定時
制高校へ進学。名古屋大学に合格し、大学院まで進み、その後母
校の教師となる。著書を出版しメディアや講演会等活躍していた最
中、退職して主夫となった宮本さんに、男女共同参画の視点からそ
の経緯をお話しいただきます。
【日時】令和2年3月7日（土）午後3時30分～5時30分
【場所】ウィメンズパル　多目的ホール（立石５－２７－１）
【定員】200名（事前申込・先着順）
【申込方法など】2月発行の広報かつしかでご案内します。

「人生、いろどり」（112分）
典型的な過疎地である徳島県・上勝町。不況で苦しむその町で、

70代、80代の女性たちを主戦力とし、山で採れる葉っぱを料理の
＜つまもの＞として販売するビジネスが大成功を収めた実話を映画
化。事業を通じて女性たちの活躍と友情を描き、これからの生き方
を見つめ直しています。
【日時】令和2年3月7日（土）
　　　 第１回 午前10時30分～　第２回 午後１時～
【場所】ウィメンズパル　視聴覚室（立石５－２７－１）
【定員】50名（事前申込・先着順）
【申込方法など】2月発行の広報かつしかでご案内します。

お知らせ
男女共同参画講演会

パルフェスタ　映画上映会

考えよう！ 人 権 問 題
　葛飾区には、性別や国籍、年齢、障害の有無、社会的身分、門地など、
さまざまな背景や属性のある多くの人びとが住んでおり、すべての人がお
互いに個性や価値観を認め合うことが大切です。
　しかし、現実には、いわれのない差別を受け、悩み苦しんでいる人びと
がいます。

同和問題を知っていますか
平成 30年度に実施した「葛飾区世論調査」では、同和問題について３

割の人が「知らない」と回答しています。
　さらに、子どもの結婚相手が同和地区（被差別部落）出身者だった場合
の対応としては、同和問題を知っていると答えた方のうち、「反対する」と
答えた方と、「賛成するが、相手の家族とはあまり親戚付き合いをしない」
と答えた方を合わせると約１割弱の人がおり、「わからない」と答えた方は、
半数以上となっています。
　今もなお、同和問題におけるインターネットでの誹謗中傷や書き込みや差
別はがきの送付など、差別行為が起こっています。同和問題を正しく理解
していないと、これらの情報に触れたとき、正しい判断ができず、新たな
差別を生むことに繋がるおそれがあります。
　同和問題は、同和地区出身の人だけの問題ではありません。解決しなけ
ればならない重要な人権問題であることをすべての人が深く認識する必要
があります。

許せない差別落書き
　葛飾区においては、平成 13年以来、公園内のベンチや椅子、階段の手
すり、区の広報掲示板、区管理の街路灯、自治町会の掲示板等、断続的
に同和地区出身者を貶める差別落書きが発生しています。さらに、隣接の
足立区や江戸川区、江東区、北区でも同一筆跡と思われる差別落書きの被
害が拡大しています。
　○差別落書きを発見したら
　　 　差別落書きは、同和地区出身者の尊厳を傷つける重大な人権侵害で
あり、極めて悪質で許せない行為です。

　　 　差別落書きをそのまま放置すれば、新たな差別を植え付け、差別を
助長することにつながります。差別落書きと思われる落書きを発見した
場合は、その場で消去せず、紙で覆うなどの処置をしたのち、区人権
推進課（直通 5654-8148）までご連絡ください。

みんなの力で解決しよう
　同和問題は今もあります。
　平成２８年１２月に、「部落差別のない社会を実現すること」を目的として、
「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」が施行さ
れました。
　誰もが生きていくためになくてはならないもの、それが人権です。差別を
なくすために、部落問題を正しく理解し、差別について知るとともに、差別
をしたり、見逃したりすることのないよう行動することが大切です。

【同和問題（部落問題）とは】
　人間は生まれるところを選べません。ところが、そこで生まれた、
そこに住んでいる（た）という理由だけで、差別されてしまう人び
とがいます。これを「同和問題」または「部落問題」といいます。
　鎌倉時代以降の歴史的社会的状況において、武具や馬具などの皮
革を作る仕事など、多くの人びとにとってなくてはならない仕事や
役割を担ってきた人びとがいました。しかし、明治時代以降、それ
までの「生業」の権利をすべて奪われたために貧困を余儀なくされ、
それを根拠に、近代になって意図的に形づくられた重大な人権問題
です。

～同和問題をなくすのは、私たち一人ひとり～

資料：平成 30年度葛飾区世論調査

資料：平成 30年度葛飾区世論調査

同和問題の認知度

子どもの結婚相手が「同和地区」出身者の場合における対処（経年変化）

ワークショップの様子

第Ⅰ部 第Ⅱ部
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